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(証券コード5659)

平成30年６月８日

株 主 各 位

大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号

日 本 精 線 株 式 会 社
代表取締役社長 新 貝 　 元

定時株主総会招集ご通知
拝 啓  平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社 第88期（平成30年３月期）定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席いただけない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成
30年６月27日（水曜日）午後５時30分までにご行使くださいますようお願い申しあげま
す。
[郵送による議決権行使]
　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、上記の期限までに到着するようご返
送ください。
[インターネットによる議決権行使]
　同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいた
だき、「スマート行使」へアクセスしていただくか、当社の指定する議決権行使ウェブ
サイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従
って、上記の期限までに賛否をご入力ください。なお、インターネットによる議決権行
使に際しては、後記４頁～５頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確
認くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日　　時 平成30年６月28日（木曜日）午前10時
２．場　　所 大阪市北区梅田三丁目３番45号

ホテルモントレ大阪　14階 浪鳴館（ろうめいかん）
３．目的事項

報告事項 １．第88期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告
の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第88期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

－ 2 －
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決議事項　第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案

第５号議案
第６号議案

監査役１名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに社外取締役及び
監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り
支給の件
監査役の報酬額改定の件
役員賞与支給の件

４．その他株主総会招集にあたっての決定事項
　（１）書面による議決権行使における各議案に賛否の記載のない場合は、各議案につ
　　　　いて会社提案については賛成の意思表示をされたものとして取扱わせていただ
　　　　きます。
　（２）議決権行使書面の郵送による方法とインターネットによる方法と重複して議決
　　　　権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせ
　　　　ていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場
　　　　合は、 後に行われた議決権行使を有効なものとさせていただきます。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申しあげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト（http://www.n-seisen.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 3 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

１．「スマート行使」による方法

１）同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取り

いただき、「スマート行使」へアクセスした上で、画面の案内に従って行使内容

をご入力ください（ID・パスワードのご入力は不要です）。

２）「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。

２．ID・パスワード入力による方法

　１）「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使

書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインの上、画面の案内に

従って行使内容をご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログイン

の際にパスワードを変更いただく必要があります。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　２）パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。

　次回の株主総会時は新たに発行いたします。

　３）パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、

　パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。

　４）パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロック

　された場合、画面の案内に従ってお手続きください。

３．ご注意

　１）行使期限は平成30年６月27日（水曜日）午後５時30分までであり、同時刻までに

　ご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

　２）郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使を重複された場合は、

　インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使さ

　れた場合は、 後に行使されたものを有効とします。

　３）「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数で

　すが上記２．に記載の方法で行使内容を入力することによってご修正いただきま

　すようお願い申しあげます。

　４）インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

　５）インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確

　認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない

　場合があります。

－ 4 －
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４．お問合せ先について

　　ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部までお問

い合わせください。

　【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】

フリーダイヤル　０１２０－７６８－５２４（平日９：００～21：００）

（注）「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以　上
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添付書類

事　 業　 報　 告

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や所得・雇用環境の改善に支えら

れ、緩やかな回復基調で推移しました。また米国の政策動向や世界的に高まる地政学

的リスク、金融市場の動向など景気の下振れ懸念はあったものの、世界経済は欧米や

中国をはじめ概ね堅調に推移しました。

　当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という。）が属するステンレス鋼線業

界では、各業種の需要が総じて堅調であったため、業界出荷数量は前期比増加となり

ました。また、ＬＭＥニッケル価格は緩やかな上昇となりました。

　このような状況の中、当社グループでは、連結経常利益40億円以上、連結売上高経

常利益率（ＲＯＳ）10％以上などを経営目標とする「第13次中期計画（ＳＲ17）」（

終年度平成30年３月期）の達成に向け、収益の一段の向上に鋭意取り組んでまいりま

した。

　売上高は、主力のステンレス鋼線部門が、販売数量の増加に加えニッケル価格変動

に伴う販売価格引き上げ効果などにより前期比増収となり、金属繊維部門もナスロン

フィルター及び超精密ガスフィルター（ナスクリーン）が好調に推移して前期比増収

となった結果、当期の売上高は、374億51百万円（前期比17.8％増）と過去 高となり

ました。

　損益につきましても販売数量の増加に伴う工場操業度の改善などにより営業利益40

億４百万円（同56.4％増）、経常利益40億26百万円（同58.8％増）、親会社株主に帰

属する当期純利益は28億14百万円（同58.9％増）と何れも過去 高益を更新いたしま

した。

　次に、部門別の概要についてご報告申しあげます。

[ステンレス鋼線部門]

　ＳＲ17の重点施策である高機能・独自製品の拡販に加え、主に自動車関連需要が好

調であったことなどにより販売数量は増加し、また、ニッケル価格変動に伴う販売価

格引き上げ効果などもあり、売上高は前期比増収となりました。

－ 6 －
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　海外現地法人であるTHAI SEISEN CO., LTD. は、ステンレス鋼線の販売数量が増加

した結果、売上高は前期比増収となりました。

　これらの結果、ステンレス鋼線部門の売上高は308億49百万円（前期比16.7％増）と

なりました。

[金属繊維（ナスロン）部門]

ナスロンフィルターは、ポリエステルフィルム向けに加え、化合繊維向けや高機能

樹脂用途についても堅調に推移したため増収となりました。また、超精密ガスフィル

ター（ナスクリーン）も韓国や台湾での半導体メーカーを中心とした設備投資が引き

続き好調に推移したため大幅な増収となりました。

　海外現地法人である耐素龍精密濾機（常熟）有限公司は、中国国内向けが好調に推

移したことなどにより、前期比増収となりました。

　これらの結果、金属繊維部門の売上高は66億２百万円（前期比22.8％増）となりま

した。

　(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度における企業集団の設備投資額は、完工ベースで25億11百万円で

あり、その主な内容はステンレス鋼線及び金属繊維生産設備などの増設、品質向上

及びコスト低減を目指した設備の更新並びに環境対応設備の設置などであります。

(3) 資金調達の状況

　(2)の設備投資の所要資金は、すべて自己資金によりまかなっております。

－ 7 －

事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況
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(4) 対処すべき課題

　今後の見通しといたしましては、世界経済は引き続き堅調に推移するものと思わ

れますが、米国等の保護主義的な政策の影響や金融市場の動向、また世界的な地政

学的リスクの高まりなど、世界経済の不確実性は増大しており、景気の先行きは依

然として不透明な状況にあります。

　また、当社グループの主力製品であるステンレス鋼線は、中国や韓国のステンレ

ス鋼線メーカーとの競争激化による収益低下などの懸念があり、加えてニッケル価

格に起因する原材料価格の変動リスクなど厳しい環境下に置かれております。また、

金属繊維（ナスロン）も化合繊維向けなどの一般汎用製品については競争が激しく

なってきております。

　このような経営環境に対応すべく、当社グループでは平成33年３月期を 終年度

とする「第14次中期計画（ＮＳＲ20）」を新たに策定し、「日本精線リニューアル」

のスローガンのもと、高機能・独自製品の上方弾力確保及び拡販と持続的成長のた

めの生産基盤強化により、 終年度の連結経常利益55億円、連結売上高経常利益率

（ＲＯＳ）10％以上及び連結総資産経常利益率（ＲＯＡ）10％以上などの経営目標

達成に向け、引き続き課題に取り組んでまいります。

　具体的には、ステンレス鋼線部門において、販売面では国内外市場に対し、ばね

用材や極細線をはじめとする高機能製品、自動車向け耐熱ボルト用材や高合金線な

どの独自製品の拡販に加え、新用途製品の立ち上げを推進してまいります。一方、

生産面では需要家のグローバル展開に対応した海外２工場の競争力強化や、東大

阪・枚方工場リニューアルの推進等により、引き続き国内外の 適生産体制の構築

を進めてまいります。開発面では当社グループの保有する技術力・ノウハウに大同

特殊鋼グループの技術力を結集することによる新製品開発の強化や新規事業の確立

などに引き続き取り組んでまいります。

　金属繊維部門では、中国・韓国の現地法人の活用等による海外市場への拡販、ま

た、国内でもより高機能化・高精度化する需要に応えるべく技術開発を継続してま

いります。

　さらには、環境・医療・エネルギー関連など幅広い分野での新製品開発などにも

鋭意取り組んでまいります。

　以上の諸施策を確実に実行することにより、収益の一段の向上を図るとともに、

事業のグローバル化推進や高度化・多様化する顧客ニーズへの対応などにより、『さ

らなる企業価値の向上』にグループ一丸となって取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、何卒、一層のご支援とご指導を賜りますようお願

い申しあげます。

－ 8 －
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(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第 85 期

平成27年3月期
第 86 期

平成28年3月期
第 87 期

平成29年3月期
第 88 期

平成30年3月期

売 上 高 (百万円) 33,530 32,162 31,799 37,451

経 常 利 益 (百万円) 2,655 2,530 2,535 4,026

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
(百万円) 1,393 1,621 1,771 2,814

１株当たり当期純利益(円.銭) 215.28 253.86 288.74 458.77

総 資 産 (百万円) 35,944 34,532 37,307 42,065

純 資 産 (百万円) 24,976 24,520 26,038 28,579

　（注）平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いた

　　　　しました。第85期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり当期純利益」を算

　　　　定しています。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係
　当社の親会社は大同特殊鋼株式会社で、同社は当社の株式を2,620千株（出資比
率42.7％）保有しております。なお、同社は当社における原材料の重要な供給元
であり、当社は同社の子会社を通じて原材料を仕入れております。

　　②　親会社との取引に関する事項
　　　　イ．当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
　　　　　　当社は品質・価格・納期等の取引条件を勘案して公正かつ適正に材料調達
　　　　　先を決定することにより少数株主を保護することを目的として「原材料取引
　　　　　の基本方針」を定め、親会社との間で原材料購入取引を実施するに当たって
　　　　　は、上記基本方針に基づき、当該取引の取引条件が第三者との通常の取引と
　　　　　著しく相違しないこと等に留意し、公正かつ適切に決定しております。また、
　　　　　当社は、上記基本方針に基づき、当該取引が当社の利益を害するものでない
　　　　　かを毎月の経営会議にて審議するとともに、年１回、取締役会にて承認を行
　　　　　うこととしております。
　　　　ロ．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
　　　　　　その理由
　　　　　　当社取締役会は、親会社との原材料購入取引の必要性及び取引条件が、上
　　　　　記イ．に記載のとおり、上記基本方針に基づき公正かつ適正に決定され、ま
　　　　　た、毎月の経営会議による審議も経ていることから、当社の利益を害するも
　　　　　のではないと判断しております。

－ 9 －
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③　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

ＴＨＡＩ ＳＥＩＳＥＮ ＣＯ.,ＬＴＤ.

（タ　イ　国）

３億20百万

バーツ
95.0％

・ステンレス鋼線の製造

加工並びに販売

・ダイヤモンドダイスの

製造加工、修理並びに

販売

耐 素 龍 精 密 濾 機 ( 常 熟 ) 有 限 公 司

（中　国）
60百万元 80.0％

・金属繊維（ナスロン）

製フィルター製品の

製造並びに販売

　　④　特定完全子会社に関する事項
　　　　該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

　ステンレス鋼線、ステンレス鋼直棒・異形線、高合金線、チタン線、金属繊維（ナ

スロン）及びその加工品、金属繊維焼結フィルター、半導体用超精密ガスフィル

ター、溶接棒、ダイヤモンドダイス、その他金属線の製造加工並びに販売

(8) 主要な営業所及び工場

①　当　社

本　　　　社：大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号

支　　　　店：大阪支店（大阪市中央区）　  東京支店（東京都中央区）

名古屋支店（名古屋市中区）

工　　　　場：枚方工場（大阪府枚方市）　　東大阪工場（大阪府東大阪市）

②　子会社

・THAI SEISEN CO.,LTD.（タイ国）

・耐素龍精密濾機（常熟）有限公司（中国）

－ 10 －
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(9) 使用人の状況

①　企業集団の使用人の状況

使用人数(前期末比増減) 摘 要

名 名 パート、臨時工など非正社員191名
を除く816 (64)

②　当社の使用人の状況

使用人数(前期末比増減) 平 均 年 齢 平均勤続年数 摘 要

名 名 歳　月 年　月 パート、臨時工など非正社員191名
を除く586 (47) 41・3 18・0

(10) 主要な借入先

①　企業集団の借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 343

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 102

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 100
バ ン ク オ ブ ア ユ タ ヤ パ ブ リ ッ ク
カ ン パ ニ ー リ ミ テ ッ ド

68

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 34

株 式 会 社 中 京 銀 行 34

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 34

　　※株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しております。

②　当社の借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 100

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 68

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 34

株 式 会 社 中 京 銀 行 34

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 34

　　※株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更しております。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 11 －
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 25,000,000株

(2) 発行済株式の総数 6,492,293株

(3) 当期末株主数 4,930名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

大 同 特 殊 鋼 株 式 会 社 2,620 42.72

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

326 5.31

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 217 3.54

特 殊 発 條 興 業 株 式 会 社 106 1.73

前 尾 和 男 95 1.55

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

86 1.41

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ４ ）

84 1.38

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 80 1.30

M S I P  C L I E N T  S E C U R I T I E S 79 1.30

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 67 1.10

(注)１．当社は、自己株式を358,387株保有していますが、上記大株主からは除外しております。

　　２．持株比率は自己株式を控除して計算し、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

　　３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更して

　　　　おります。

(5) その他株式に関する重要な事項

　平成29年10月１日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更す

るとともに、普通株式５株を１株とする株式併合を実施したことにより、発行可能

株式総数が25,000,000株となり、発行済株式の総数が6,492,293株となっておりま

す。

３．会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

－ 12 －
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成30年３月31日現在）

氏 名 会社における地位 担当及び重要な兼職の状況

新 貝 　 元 代 表 取 締 役 社 長

川 端 泰 司 取締役常務執行役員 総務部・経営企画部・経理部担当

秋 田 康 明 取 締 役 執 行 役 員
経営企画部長兼経理部長
大同不銹鋼（大連）有限公司董事長

花 井 　 健 取 締 役
株式会社アシックス社外取締役、株式会社丸運社外
取締役、タツタ電線株式会社社外取締役、株式会社
LIFULL社外監査役

関 　 公 彦 取 締 役
大同特殊鋼株式会社執行役員ステンレス・軸受産機
ビジネスユニット長

滝 沢 正 明 取 締 役

石 濱 辰 哉 取 締 役 大同特殊鋼株式会社星崎工場長

浮 田 昌 秀 常 勤 監 査 役

中 川 幸 朋 常 勤 監 査 役

花 輪 　 博 監 査 役

笹 山 眞 一 監 査 役

（注）１．取締役花井健氏及び滝沢正明氏は、社外取締役であります。

      ２．監査役花輪博氏及び笹山眞一氏は、社外監査役であります。

３．当社は、取締役花井健氏及び滝沢正明氏、並びに、監査役花輪博氏及び

笹山眞一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

証券取引所に届け出ております。

４．当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項及び定

款の定めに基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。

　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としてお

ります。

－ 13 －
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５．当期中の取締役及び監査役の異動

①　退任

氏 名 退任日 退任事由
退 任 時 の 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

近 藤 龍 夫 平成29年６月29日 任期満了 取締役相談役

野 中 章 男 平成29年６月29日 任期満了 監査役

　　　　②　就任

氏 名 地 位 就 任 日

石 濱 辰 哉 取 締 役 平成29年６月29日

笹 山 眞 一 監 査 役 平成29年６月29日

－ 14 －
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　（ご参考）
　当社では、経営意思決定の効率化を図り、経営監督機能と業務執行機能を

区分して役割と責任を明確にするため、執行役員体制を採っております。

　平成30年４月１日現在の執行役員体制は次のとおりです。

氏 名 執行役員役名 担当及び重要な兼職の状況

＊ 川 端 泰 司 常 務 執 行 役 員 総務部・経営企画部・経理部担当

西 田 成 夫 常 務 執 行 役 員
金属繊維主担当
研究開発部・顧客サービス部担当
耐素龍精密濾機（常熟）有限公司董事長

富 永 誠 司 常 務 執 行 役 員 鋼線販売部門・営業統括部担当

＊ 秋 田 康 明 執 行 役 員
経営企画部長兼経理部長
大同不銹鋼（大連）有限公司董事長

吉 田 　 厚 執 行 役 員
金属繊維販売部門担当（金属繊維副担当）
韓国ナスロン株式会社代表理事

津 田 俊 之 執 行 役 員 営業統括部長

加 藤 泰 資 執 行 役 員 総務部長

髙 橋 一 朗 執 行 役 員
鋼線製造主担当、
情報システム部担当
枚方工場長

岩 城 泰 王 執 行 役 員 生産業務部長

小 林 　 真 執 行 役 員 東京支店長

越 智 隆 裕 執 行 役 員
金属繊維製造部門担当
金属繊維製造部長

大 塚 雅 彦 執 行 役 員 枚方工場副工場長兼枚方鋼線製造部長

谷 口 政 広 執 行 役 員 東大阪工場長

　　　　　　（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

　①　当事業年度に係る報酬等

区 分 員 数 報酬等の総額
摘 要

株主総会決議による月額報酬限度額

取 締 役
(うち社外取締役)

6名
（2名）

127,939千円
（16,560千円）

月額15,000千円（平成４年６月定時株
主総会決議、ただし使用人兼務取締役
に対する使用人給与は含まない）

監 査 役
(うち社外監査役)

5名
（3名）

41,400千円
（13,800千円）

月額4,000千円（平成23年６月定時株主
総会決議）

　（注）１．取締役の報酬等の額には、期間費用として引当金計上した取締役賞与（取

　　　　　　締役３名に対し30,000千円）及び退職慰労金（取締役６名に対し17,539千

　　　　　　円、うち社外取締役２名に対し2,160千円）を含めております。

２．監査役の報酬等の額には、期間費用として引当金計上した退職慰労金（監

査役５名に対し5,400千円、うち社外監査役３名に対し1,800千円）を含め

ております。

３．上記には、平成29年６月29日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退

任した取締役１名、監査役１名を含めております。

４．上記には、無報酬の取締役２名は含んでおりません。

　②　当事業年度に支払った役員退職慰労金

　　・取締役１名に対し75,690千円

　　・監査役１名に対し3,600千円

　　（上記には、過年度の事業報告において取締役及び監査役の報酬等の額に含めた

　　　役員退職慰労引当金繰入額、取締役74,588千円、監査役3,375千円が含まれて　

　　おります。）

(3) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等

との関係

　・該当事項はありません。
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②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等

との関係

・取締役花井健氏は株式会社アシックス、株式会社丸運、タツタ電線株式会社の

社外取締役並びに株式会社LIFULLの社外監査役を兼職しておりますが、これら

の会社と当社の間に特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の主要な

取引金融機関のひとつである株式会社みずほ銀行に勤務していましたが、同行

を退行してから８年以上が経過しております。

③　当事業年度における主な活動状況

　・取締役花井健氏は、当事業年度に開催した取締役会11回の全てに出席し、議案

の審議等につき必要な発言を適宜行っております。

　・取締役滝沢正明氏は、当事業年度に開催した取締役会11回の全てに出席し、議

案の審議等につき必要な発言を適宜行っております。

・監査役花輪博氏は、当事業年度に開催した取締役会11回及び監査役会８回の全

てに出席し、それぞれ議案の審議等につき必要な発言を適宜行っております。

・監査役笹山眞一氏は、平成29年６月29日就任後に開催した取締役会９回、監査

役会６回の全てに出席し、それぞれ議案の審議等につき必要な発言を適宜行っ

ております。
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５．会計監査人の状況

(1) 名　　　称　　　　　　　ひびき監査法人

(2) 報酬等の額

支 払 額 （ 消 費 税 含 ま ず ）

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24,000千円

当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

24,000千円

（注）１．当社の重要な子会社であるTHAI SEISEN CO.,LTD.及び耐素龍精密濾機（常熟）有限公司は、

当社の会計監査人以外の公認会計士の監査を受けております。

　　　２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業

年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　３．監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確

認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第１項の同意を行っておりま

す。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、

監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役

会は会計監査人の独立性、及び専門性、並びに職務の執行状況などを総合的に判断

して、会計監査人の変更が必要と認める場合には、株主総会に提出する会計監査人

の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

６．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

業務の適正を確保するための体制につきまして、当社取締役会における決議内容は

次のとおりです。

①　内部統制基本方針

　当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を

確保するための体制を整備する。
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②　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

　当社は取締役会で定めた「日本精線企業倫理憲章」及びそれに基づいて制定した

「日本精線行動規準」をすべての役員、執行役員及び使用人に配付するとともに、

「倫理をもって行動し法令を遵守していくことの重要性」を継続して伝える。

　また、「日本精線企業倫理憲章」に制定のとおり、当社は、市民社会の秩序や安

全に対して脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、公的機関と協力して断固とし

て対決する。

　これらを組織的に推進するため、代表取締役社長を委員長とする「コンプライア

ンス委員会」を設置、コンプライアンス担当役員を選任し、取締役、執行役員及び

使用人が行動規準の実施を徹底するよう啓蒙、改善を継続する。コンプライアンス

委員会は原則として６ヶ月に１回、必要あるときは随時開催し、その内容は取締役

会に報告する。

③　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的媒体（以下、文書等）に記録

し、保存する。取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧できる。

　また、株主総会議事録等の法定作成文書をはじめ稟議書等の決裁書類並びに経営

会議資料等は、取締役会規程、文書取扱規程等社内規程に基づき保存及び管理を適

正に行う。

④　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社の事業推進に伴う損失の危険に関しては、執行役員がそれぞれの担当部署の

リスクを認識、統括・管理する。子会社の損失の危機に関しては「関連会社管理規

程」に基づき経営企画部が主管部署となり管理し、都度必要な指導を行う。それら

内容については「コンプライアンス委員会」並びに取締役会に報告する。また、突

発的危機発生時は、経営危機管理規程に基づき、対外的影響を 小限にするための

対応策を協議・実施する。

－ 19 －

会社の体制



招
集
ご
通
知

計
算
書
類
・
監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

2018/05/25 21:35:03 / 17370521_日本精線株式会社_招集通知（Ｃ）

⑤　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は経営意思決定の効率化を図り、経営監督機能と業務執行機能を区分して役

割と責任を明確にするため、執行役員制度を採用する。当社執行役員制度の下では、

取締役会で定めた中期計画や予算などの経営目標に基づき、代表取締役及び執行役

員が半期毎に、具体的活動方針及び目標を設定し業務の執行及び進捗状況のレビュ

ーを行う。

　また、重要事項に関する意思決定の機動性を高めるため、原則毎週１回代表取締

役、常務執行役員及び関係部門長が出席して開催する「経営会議」において効率的

審議を行い、定められた案件は取締役会の決議・報告事項とする。

⑥　当社並びにその親会社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

イ．当社は親会社及びそのグループ各社との関係に関しては、大同特殊鋼グループ

　　としての企業価値向上に取り組むと同時に、上場企業としての経営の独立性を

　　確保することを基本方針とし、取引については一般取引先と同様個別協議によ

　　り決定する。

ロ．「経営会議」において子会社取締役は業績及び計画を適宜報告し、年次決算及

　　び予算に関しては「経営会議」にて審議する。また、子会社における重要な設

　　備投資については「経営会議」にて子会社取締役が説明のうえ審議し実施する。

ハ．子会社の経営が順調に進展するように、適宜、子会社取締役は当社関係部署と

　　打合せを実施する。

ニ．当社取締役、執行役員及び使用人は子会社の非常勤監査役または非常勤取締役

　　に就任し、子会社を監査、監視する。内部監査部門は、１年に１回重要なる子

　　会社の監査を実施し、代表取締役社長並びに監査役会にその結果を報告する。

ホ．子会社に「日本精線企業倫理憲章」及び「日本精線行動規準」を配布し、指　

　　導・支援を行い、法令遵守意識を啓蒙する。また、財務報告の信頼性の確保に

　　ついては、体制の整備と運用に関する基本的な事項を「内部統制規程」に定め

　　責任体制を明確化して推進し、財務報告の信頼性の維持・向上を図る。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役より、監査役の職務を補助すべき使用人（監査役スタッフ）を置くことを

求められた場合は、総務部所属の使用人にその任を命じ行わせる。その使用人の人

事異動・人事評価等の処遇に関しては監査役会との協議により実施する。
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⑧　監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する

　　事項

　　取締役は監査役スタッフが監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底す

　るとともに、当該スタッフが監査役の職務を補助するのに必要な時間を総務部長に

　確保させる。

⑨　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関す

る体制

　取締役、執行役員及び使用人は、監査役に対して、法令に定める事項に加え、当

社及び当社グループの経営に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コン

プライアンスの推進・実施状況、コンプライアンス通報・相談窓口への相談・通報

状況、その他重要事項について報告する。また、半期毎の各部門活動状況報告の「総

合会議」並びに「経営会議」には、監査役の出席を仰ぐ。

⑩　子会社の取締役、監査役及び使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が

　　監査役に報告するための体制

　　取締役及び使用人は監査役に対して、子会社に関する前項に掲げる事項の報告を

　速やかに行うものとする。内部監査部門は子会社監査の結果報告の際に、子会社の

　取締役、監査役及び使用人から聴取した内容を監査役に報告する。

⑪　監査役に報告した者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないこと

　　を確保するための体制

　　監査役に通報・報告した者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを　

　「公益通報者保護規程」に定める。

⑫　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該

　　職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　監査役が監査役及び監査役スタッフの職務の執行について生ずる費用の前払また

　は債務の償還を請求したときは、担当部門において審議のうえ、その必要が認めら

　れない場合を除き、速やかに処理する。
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⑬　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、代表取締役社長及び会計監査人と定期的な意見交換会を設定する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　コンプライアンスに関する取組みの状況

　・コンプライアンスの重要性の理解と意識付けを浸透させるため、「日本精線行

　　動規準」を役員及び使用人に配付し、定期的にコンプライアンス教育を行うこ

　　とで、周知徹底を図っています。

　・内部通報制度について、通報・相談の窓口を従来の社内窓口だけでなく、顧問

　　弁護士事務所の社外窓口を設けるなど制度の整備、充実に取組んでいます。

②　リスク管理体制の強化

　・代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会を８月及び２月に開

　　催し、当社及び当社子会社における環境・安全・健康・品質・設備・情報管理

　　等の様々な業務に係わるリスクの分析、対応策・実施状況の確認を行っており

　　ます。

③　経営意思決定の効率化

　・当社執行役員制度の下、取締役会で定めた中期計画や予算などの経営目標に基

　　づき、半期毎に具体的活動方針及び目標を設定し、業務の執行及び進捗状況の

　　レビューを「経営会議」及び「総合会議」にて行っております。

　・重要事項に関する意思決定を行う「経営会議」については、原則毎週火曜日に

　　開催し効率的審議を行い、定められた案件は取締役会の決議・報告事項として

　　おります。

④　企業グループにおける業務の適正の確保

　・当社の親会社である大同特殊鋼株式会社は当社における原材料の重要な供給元

　　でありますが、その取引に関しては、経済合理性に基づき、品質・価格・納期

　　等の取引条件を勘案して公正かつ適正に材料調達先を決定することにより少数

　　株主を保護することを目的として定めた「原材料取引の基本方針」に基づき運

　　用しております。

　・当社子会社取締役は、月次業績及び計画、並びに年次決算及び予算に関して、

　　適宜「経営会議」にて報告し、業務の執行及び進捗状況のレビューを行ってお

　　ります。
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　・当社取締役、執行役員及び使用人の内、３名がTHAI SEISEN CO.,LTD.の、５名

　　が耐素龍精密濾機（常熟）有限公司の非常勤監査役または非常勤取締役に就任

　　し、子会社を監査、監視しております。

　・内部監査部門は、THAI SEISEN CO.,LTD.には11月、耐素龍精密濾機（常熟）有

　　限公司には３月に監査を実施し、代表取締役社長及び監査役会にその結果を報

　　告しております。

⑤　監査役の監査体制

　・重要な意思決定や職務の執行状況等監査役が必要とする情報については、文書

　　及び議事録の供覧や「コンプライアンス委員会」「経営会議」「総合会議」へ

　　の出席を通じて適切に行われております。

　・監査役は、代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ３ヶ月に１回意見交換会

　　を実施しております。

（注）１．金額・株式数は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

　　　２．１株当たり当期純利益は、銭未満を四捨五入して表示しております。

　　　３．比率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

－ 23 －
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成30年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） (42,065,120) （ 負 債 の 部 ） (13,485,513)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア 等

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

27,454,869

13,097,312

8,183,465

5,714,135

289,131

170,824

14,610,251

12,041,311

4,128,486

5,189,289

1,581,149

2,273

706,823

433,289

374,758

374,758

2,194,181

451,931

147,360

192,367

1,179,556

222,965

流 動 負 債 8,947,966

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,105,016

短 期 借 入 金 526,256

リ ー ス 債 務 555

未 払 法 人 税 等 928,402

未 払 消 費 税 等 54,356

賞 与 引 当 金 632,231

役 員 賞 与 引 当 金 30,000

そ の 他 1,671,147

固 定 負 債 4,537,547

長 期 借 入 金 290,000

リ ー ス 債 務 1,899

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 47,232

環 境 対 策 引 当 金 19,413

退 職 給 付 に 係 る 負 債 4,179,001

（純 資 産 の 部） (28,579,606)

株 主 資 本 28,482,973

資 本 金 5,000,000

資 本 剰 余 金 5,442,402

利 益 剰 余 金 18,887,325

自 己 株 式 △846,755

その他の包括利益累計額 △133,379

その他有価証券評価差額金 55,728

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 139

為 替 換 算 調 整 勘 定 93,551

退職給付に係る調整累計額 △282,798

非 支 配 株 主 持 分 230,012

資 産 合 計 42,065,120 負 債 純 資 産 合 計 42,065,120

－ 24 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 37,451,855

売 上 原 価 30,298,389

売 上 総 利 益 7,153,466

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,148,624

営 業 利 益 4,004,841

営 業 外 収 益 125,514

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18,146

そ の 他 107,368

営 業 外 費 用 103,545

支 払 利 息 9,184

固 定 資 産 除 却 損 40,449

そ の 他 53,910

経 常 利 益 4,026,810

特 別 利 益 1,876

固 定 資 産 売 却 益 1,876

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,028,686

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,275,539

法 人 税 等 調 整 額 △76,835

当 期 純 利 益 2,829,982

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 15,866

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,814,116

－ 25 －

連結損益計算書



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類
・
監
査
報
告

2018/05/25 21:35:03 / 17370521_日本精線株式会社_招集通知（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成29年４月１日期首残高 5,000,000 5,442,402 16,579,283 △844,546 26,177,139

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △506,074 △506,074

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,814,116 2,814,116

自 己 株 式 の 取 得 △2,208 △2,208

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額〔純額〕

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,308,042 △2,208 2,305,833

平成30年３月31日期末残高 5,000,000 5,442,402 18,887,325 △846,755 28,482,973

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

平成29年４月１日期首残高 52,614 88 △67,114 △327,744 △342,155 203,919 26,038,903

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △506,074

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,814,116

自 己 株 式 の 取 得 △2,208

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額〔純額〕

3,113 51 160,665 44,945 208,776 26,092 234,868

連結会計年度中の変動額合計 3,113 51 160,665 44,945 208,776 26,092 2,540,702

平成30年３月31日期末残高 55,728 139 93,551 △282,798 △133,379 230,012 28,579,606

－ 26 －
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連結注記表（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1）連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　　　　　　２社［THAI SEISEN CO.,LTD.・耐素龍精密濾機（常熟）有限

公司］

②　主要な非連結子会社の名称等　３社［大同不銹鋼（大連）有限公司・韓国ナスロン㈱・日精

テクノ㈱］

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社[大同不銹鋼（大連）有限公司、韓国ナスロン㈱

及び日精テクノ㈱]は小規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項　　　持分法を適用していない非連結子会社［大同不銹鋼（大連）

有限公司・韓国ナスロン㈱・日精テクノ㈱］及び関連会社［四

国研磨㈱・日精金網㈱］は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の

範囲の変更に関する事項

該当事項はありません。

(4) 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

・連結子会社の決算日

THAI SEISEN CO.,LTD.…２月末日

耐素龍精密濾機（常熟）有限公司…12月末日

連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書

類を使用しておりますが、連結会計年度末日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。

－ 27 －
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(5) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券　　　　　　　　　　満期保有目的債券…償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの…連結会計年度の末日の市場価格等に基づ

く時価法

(評価差額…全部純資産直入法

売却原価…主として移動平均法 )
時価のないもの…移動平均法による原価法

デリバティブ　　　　　　　　時価法

たな卸資産　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償

却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）……定額法

無形固定資産（リース資産を除く）……定額法

リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース

　　…………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　一般債権………………貸倒実績率

貸倒懸念債権等………回収不能見込額

賞与引当金　　　　　　　　　支給見込額

役員賞与引当金　　　　　　　支給見込額

役員退職慰労引当金　　　　　役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

環境対策引当金　　　　　　　PCB（ポリ塩化ビフェニル）の処分に係る支出見込額

④　重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度の末日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社の資産及び負債、収益及び費用は、

会計年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持

分に含めて計上しております。

－ 28 －
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⑤　重要なヘッジ会計の方法　　　ヘッジ会計の方法…………繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替予約について振当処理

の要件を満たしている場合には、

振当処理を採用しております。

ヘッジ手段…………………為替予約

ヘッジ対象…………………製品輸出による外貨建金銭債権及

び外貨建予定取引

ヘッジ方針…………………為替変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法…ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、ヘッジ

開始時及びその後も継続して相場

変動又はキャッシュ・フロー変動

を完全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジの有効

性の評価は省略しております。

⑥　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る負債の

計上基準

当連結会計年度末において発生していると認められる額（当

連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づく）

　数理計算上の差異……５年による定額法により翌期から費用処理

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純

資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る

調整累計額に計上しております。

　　　　　消費税等の会計処理方法　　　税抜方式

２．会計方針の変更に関する注記

　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　従来、当社は有形固定資産の減価償却方法については、主として定率法を採用しておりました

が、当連結会計年度より定額法に変更しております。

　この変更は、親会社である大同特殊鋼株式会社グループの事業領域がグローバルに拡大する中、

事業戦略立案及び事業性評価の観点からグループ内の減価償却方法の統一が検討されたため、ま

た、当社グループの 適生産体制構築の検討を契機に、保有する有形固定資産の使用実態を調査

した結果、一定期間安定的に使用される資産が大部分を占めており、今後も長期にわたり安定的

な稼働が見込まれることから、定額法がより経営の実態を適切に表していると判断したために行

ったものであります。

－ 29 －
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　これにより、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞれ223,831千円増加しております。

  ３．連結貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産の内訳 商品及び製品………1,637,260千円

仕掛品………………2,784,170千円

原材料及び貯蔵品…1,292,704千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 32,279,846千円

(3) 担保に供している資産

有形固定資産（工場財団） 4,114,237千円（対応債務なし）

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項 〔発行済株式〕

種類……普通株式

株式数…当連結会計年度期首　   32,461,468株

　　　　当年度増加　　　　 　          －株

　　　　当年度減少　　　　　　 25,969,175株

　　　　　　　　　　　　　　　（株式の併合）

当連結会計年度末　　 　 6,492,293株

〔自己株式〕

種類……普通株式

株式数…当連結会計年度期首     1,789,391株

        当年度増加                   509株

（単元未満株式の買取）

          当年度減少             1,431,513株

（株式の併合）

          当連結会計年度末   　    358,387株

（注）当社は、平成29年10月１日を効力発効日として

　　　普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っ

　　　ております。

(2) 配当に関する事項（普通株式）

決 議
配当金総額
(千円)

１株当たり
配　当　額

基 準 日 効 力 発 生 日 摘 要

①平成29年６月29日
（定時株主総会）

199,368 6.5円 平成29年３月31日 平成29年６月30日 支払済

②平成29年10月30日
（取締役会）

306,705 10.0円 平成29年９月30日 平成29年12月６日 支払済

③平成30年６月28日
(定時株主総会)

429,373 70.0円 平成30年３月31日 平成30年６月29日 (注)

－ 30 －
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（注）③は、基準日が当連結会計年度に属し、効力発生日が翌連結会計年度となる配当金でありま

す。なお、③の配当の原資は利益剰余金を予定しております。

      　当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合

を行っております。株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期の１株当たり期末配当金は

14円となります。

５．金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項　　 当社グループは、設備投資計画等に照らして、必要な資金

を銀行借入により調達しており、一時的な余資は安全性及

び流動性の高い金融資産（主に銀行預金）で運用しており

ます。受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与

信管理規程に沿ってリスク低減を図っており、海外取引に

おける外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒され

ておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしておりま

す。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式

については四半期ごとに時価の把握を行っております。

支払手形及び買掛金は、６ヶ月以内の支払期日で短期決済

となっており、借入金の使途については、運転資金及び設

備投資資金が対象であります。なお、デリバティブは内部

管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

（2）金融商品の時価等に関する事項　 平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは含ま

れておりません。

連結貸借対照表
計上額（千円）

  時価（千円）   差額（千円）

（1）現金及び預金 13,097,312 13,097,312 －

（2）受取手形及び売掛金 8,183,465 8,183,465 －

（3）投資有価証券 442,067 442,067 －

［資産計］ 21,722,845 21,722,845 －

（1）支払手形及び買掛金 5,105,016 5,105,016 －

（2）短期借入金 526,256 526,256 －

 (3) 長期借入金 290,000 290,000 －

［負債計］ 5,921,272 5,921,272 －

－ 31 －

連結注記表
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　　　(注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　　　　《資産》

　　　　　(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。なお、売掛金に関し、先物為替予約の振当処理

によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

　　　　　(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関　

から提示された価格によっております。

　　　　《負債》

　　　　　(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

            (3) 長期借入金

　　　　　　　　短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

　　　　　　　　当該帳簿価額を時価としております。

　　　(注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　 ・非上場株式…9,864千円（連結貸借対照表計上額）

６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項　当社では、東京都において賃貸用の倉庫（土地を含む。）

を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　110,256 　　　　　　　　　　　　　　　　314,215

　（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

　（注2) 当連結会計年度末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 4,621円78銭

(2) １株当たり当期純利益 458円77銭

   (注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益は、当連結会計年度に行いました株式併合が

　　　　 当連結会計年度の期首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。

－ 32 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年４月24日

日本精線株式会社

取締役会　御中

ひびき監査法人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 洲 﨑 篤 史 

業務執行社員 公認会計士 武 藤 元 洋 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本精線株式会社の平成29年

４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を

行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計

算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手

続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算

書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的

は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書

類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

－ 33 －
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、日本精線株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該

連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

強調事項

　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方法の変更に記載されていると

おり、従来、会社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用し

ていたが、当連結会計年度より定額法に変更している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　上

－ 34 －
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貸　借　対　照　表

（平成30年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） (39,223,167) （負　債　の　部） (12,483,841)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権 等

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

従 業 員 長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

24,730,715

11,841,287

3,550,441

4,167,956

1,463,557

2,567,676

671,960

52,162

279,444

136,227

14,492,451

10,726,086

3,281,844

320,463

4,650,052

17,455

330,068

1,440,894

2,273

683,035

374,356

55,835

317,749

770

3,392,008

451,931

1,281,618

416,363

360

45,479

1,046,000

150,255

流 動 負 債 8,402,998

支 払 手 形 33,392

買 掛 金 4,855,791

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 280,000

リ ー ス 債 務 555

未 払 金 1,235,650

未 払 費 用 325,933

未 払 法 人 税 等 889,633

未 払 消 費 税 等 54,356

前 受 金 7,097

預 り 金 60,587

賞 与 引 当 金 630,000

役 員 賞 与 引 当 金 30,000

固 定 負 債 4,080,843

長 期 借 入 金 290,000

リ ー ス 債 務 1,899

退 職 給 付 引 当 金 3,722,297

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 47,232

環 境 対 策 引 当 金 19,413

（純 資 産 の 部） (26,739,325)

株 主 資 本 26,683,457

資 本 金 5,000,000

資 本 剰 余 金 5,446,061

資 本 準 備 金 5,446,061

利 益 剰 余 金 17,084,151

利 益 準 備 金 359,532

そ の 他 利 益 剰 余 金

　 圧 縮 記 帳 積 立 金 55,531

　 別  途  積  立  金 5,000,000

　 繰 越 利 益 剰 余 金 11,669,087

自 己 株 式 △846,755

評価・換算差額等 55,867

その他有価証券評価差額金 55,728

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 139

資 産 合 計 39,223,167 負 債 純 資 産 合 計 39,223,167

－ 35 －
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損　益　計　算　書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 35,207,519

売 上 原 価 28,683,311

売 上 総 利 益 6,524,208

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,816,116

営 業 利 益 3,708,091

営 業 外 収 益 74,370

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,225

そ の 他 60,145

営 業 外 費 用 77,230

支 払 利 息 2,257

固 定 資 産 除 却 損 38,563

そ の 他 36,409

経 常 利 益 3,705,230

税 引 前 当 期 純 利 益 3,705,230

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,214,508

法 人 税 等 調 整 額 △72,074

当 期 純 利 益 2,562,797

－ 36 －
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株主資本等変動計算書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計圧 縮 記 帳

積 立 金
別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

平 成 2 9 年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 5,000,000 5,446,061 359,532 59,083 5,000,000 9,608,811 15,027,427 △844,546 24,628,942

事 業 年 度 中 の 変 動 額

圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 △3,552 3,552 － －

剰 余 金 の 配 当 △506,074 △506,074 △506,074

当 期 純 利 益 2,562,797 2,562,797 2,562,797

自 己 株 式 の 取 得 △2,208 △2,208

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額〔純額〕

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － △3,552 － 2,060,275 2,056,723 △2,208 2,054,514

平 成 3 0 年 ３ 月 3 1 日 期 末 残 高 5,000,000 5,446,061 359,532 55,531 5,000,000 11,669,087 17,084,151 △846,755 26,683,457

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
評価・換算差額等
合 計

平 成 2 9 年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 52,614 88 52,702 24,681,645

事 業 年 度 中 の 変 動 額

圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 －

剰 余 金 の 配 当 △506,074

当 期 純 利 益 2,562,797

自 己 株 式 の 取 得 △2,208

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額〔純額〕

3,113 51 3,164 3,164

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 3,113 51 3,164 2,057,679

平 成 3 0 年 ３ 月 3 1 日 期 末 残 高 55,728 139 55,867 26,739,325

－ 37 －
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個別注記表（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券　　　　　　　　　　満期保有目的債券…償却原価法（定額法）

関係会社株式………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの…事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額…全部純資産直入法

売却原価…移動平均法 )
時価のないもの…移動平均法による原価法

デリバティブ　　　　　　　　時価法

たな卸資産　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法　　有形固定資産（リース資産を除く）……定額法

無形固定資産（リース資産を除く）……定額法

リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース

　　…………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　一般債権……………………貸倒実績率

貸倒懸念債権等……………回収不能見込額

賞与引当金　　　　　　　　　支給見込額

役員賞与引当金　　　　　　　支給見込額

退職給付引当金　　　　　　　当事業年度末において発生していると認められる額（当事業年

度末における退職給付債務の見込額に基づく）

数理計算上の差異……５年による定額法により翌期から費用

処理

役員退職慰労引当金　　　　　役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

環境対策引当金　　　　　　　PCB（ポリ塩化ビフェニル）の処分に係る支出見込額

－ 38 －
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(4) 重要なヘッジ会計の方法　　　ヘッジ会計の方法…………繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替予約について振当処理の

要件を満たしている場合には、振当

処理を採用しております。

ヘッジ手段…………………為替予約

ヘッジ対象…………………製品輸出による外貨建金銭債権及び

外貨建予定取引

ヘッジ方針…………………為替変動リスクを一定の範囲内でヘ

ッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法…ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始

時及びその後も継続して相場変動又

はキャッシュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定することができ

るため、ヘッジの有効性の評価は省

略しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処

理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法

と異なっております。

　　消費税等の会計処理方法　　　　税抜方式
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２．会計方針の変更に関する注記

　(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　従来、当社は有形固定資産の減価償却方法については、主として定率法を採用しておりました

が、当事業年度より定額法に変更しております。

　この変更は、親会社である大同特殊鋼株式会社グループの事業領域がグローバルに拡大する中、

事業戦略立案及び事業性評価の観点からグループ内の減価償却方法の統一が検討されたため、ま

た、当社グループの 適生産体制構築の検討を契機に、保有する有形固定資産の使用実態を調査

した結果、一定期間安定的に使用される資産が大部分を占めており、今後も長期にわたり安定的

な稼働が見込まれることから、定額法がより経営の実態を適切に表していると判断したために行

ったものであります。

　これにより、従来の方法によった場合と比較して、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ223,831千円増加しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する短期金銭債権 145,368千円

関係会社に対する短期金銭債務 231,721千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 28,728,577千円

(3) 担保に供している資産

有形固定資産（工場財団） 4,114,237千円（対応債務なし)

(4) 偶発債務　　　　　　　　　　以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行って

おります。

耐素龍精密濾機（常熟）有限公司 48,269千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 200,798千円

仕入高

その他の営業取引高

2,454,630千円

166,959千円

営業取引以外の取引高 110,255千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数 種類……普通株式

株式数…当 期 首  　1,789,391株

当期増加          509株（単元未満株式の買取）

当期減少　　1,431,513株（株式の併合）

当 期 末      358,387株

　　　（注）当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併

　　　　　　合を行っております。
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　６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金 繰延税金資産（流動）…賞与引当金、賞与社会保検料等

負債の発生の主な原因 繰延税金資産（固定）…退職給付引当金、役員退職慰労引当金等

繰延税金負債（固定）…圧縮記帳積立金等

７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

種 類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出 資 金
( 千 円 )

事業の内容
又は職業

議決権等の
所 有 ( 被 所
有）割合(％)

関 連 当
事 者 と
の 関 係

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

親会社 大同特殊鋼（株）
名古屋市
東区

37,172,464
特殊鋼鋼材
等の製造販
売

（被所有）

直接　42.84
間接　 0.17

・原材料
の供給元
・役員の
兼任等

ステン
レス鋼
線等の
販売

設備等
の購入

133,533

19,688

受取手形

売掛金

買掛金

45,198

8,922

10,417

(2) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種 類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出 資 金
( 千 円 )

事業の内容
又は職業

議決権等の
所 有 ( 被 所
有）割合(％)

関 連 当
事 者 と
の 関 係

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

同一の
親会社
をもつ
会　社

大同興業（株）
名古屋市
東区

1,511,500
特殊鋼・製
鋼原材料等
の販売

（被所有）
直接　 0.17

・当社製
品の販売
・原材料
の購入

ステン
レス鋼
線等の
販売
原材料
の購入
仕入割
引料

8,607,486

9,642,254

11,255

売掛金

買掛金

756,581

1,913,529

（注1）上記(1)～(2）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が

含まれております。

（注2）取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

　８．１株当たり情報に関する注記

　　(1) １株当たり純資産額 4,359円27銭

　　(2) １株当たり当期純利益 417円80銭

   　（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益は、当事業年度に行いました株式併合が

　　　　　　当事業年度の期首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年４月24日

日本精線株式会社

取締役会　御中

ひびき監査法人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 洲 﨑 篤 史 

業務執行社員 公認会計士 武 藤 元 洋 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本精線株式会社の平

成29年４月１日から平成30年３月31日までの第88期事業年度の計算書類、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に

ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正

又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書

類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを

求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入

手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬

による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の

表示を検討することが含まれる。
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期

間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

強調事項

　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されていると

おり、従来、会社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用し

ていたが、当事業年度より定額法に変更している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第88期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に
基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監
査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。
(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の
監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人、
親会社の監査役その他の者と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。
　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、そ
の業務及び財産の状況を調査いたしました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成
る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びひびき
監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。
③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意
した事項並びに同号ロの判断及び理由については、取締役会その他にお
ける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制
を含め、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引
をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当
該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判
断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

平成30年５月９日

日本精線株式会社　監査役会

常勤監査役 浮 田 昌 秀 

常勤監査役 中 川 幸 朋 

監 査 役 花 輪 　 博 

監 査 役 笹 山 眞 一 

(注)監査役花輪博及び監査役笹山眞一は、会社法第２条第16号及び

　　第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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　株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　当社は、利益配分につきましては、連結業績や財政状態などを総合的に勘

案し、配当性向20％以上を目途に安定的かつ継続的に配当を行うことも重視

して、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。

　また、内部留保資金につきましては、将来の成長戦略に必要な設備投資及

び研究開発活動や新たな事業展開など『さらなる企業価値の向上』を図るた

めの資金に活用したいと考えております。

　この方針に基づき、第88期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支

援にお応えすべく、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

　金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金70円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は429,373,420円となります。

（注）当社は平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株を１

株とする株式併合を実施しております。平成29年９月30日を基準

日とした中間配当（１株につき10円）を株式併合実施後に換算す

ると１株あたり50円となりますので、当期の年間配当金は１株当

たり120円に相当いたします。これは、前期の年間配当金65円（株

式併合実施後として換算した金額）に比べ55円の増配となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成30年６月29日
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第２号議案　監査役１名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役浮田昌秀氏が任期満了となりますので、監査
役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　　　　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数
(平成30年5月末時点）

わ か

若
ま つ

松
そ う

壮
い ち

一
(昭和32年10月31日生)

昭和55年４月　当社入社

平成19年６月　当社経理部長

平成23年10月　当社企画管理部長

平成25年４月　当社事務部長兼企画管理部長

平成27年４月　当社事務部長

平成28年４月　当社枚方工場副工場長

平成30年４月　当社理事（現任）

300株

　若松壮一氏を監査役候補者とした理由は、同氏は入社以来長年にわたり経理部門中心に勤務し、また

平成19年６月より経理部長を務めるなど、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有している

ためであります。

（注）監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません

－ 47 －

監査役選任議案
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選

任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数
(平成30年5月末時点）

社 外 監 査 役

候 補 者

みなみ

南 　
しょう

昌
さ く

作
(昭和47年６月８日生)

平成12年４月　大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所

平成19年９月　同所退所

平成19年10月　リーガル・ソリューション法律事務所設立（現

在に至る）

0株

　南　昌作氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は会社経営に関与された経験はありません

が、長年の弁護士としての経験及び培われた法律知識を当社の監査に活かし、社外監査役としての職務

を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

（注）　１．南　昌作氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　　２．南　昌作氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。

　　　　３．南　昌作氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、当社定款及び会社法第　

　　　　　  427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を法令が定める

　　　　　　額に限定する契約を締結する予定であります。

－ 48 －

補欠監査役選任議案
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第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに社外取締役及び監査役に対する

　　　　　　役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

　本総会終結の時をもって監査役を退任される浮田昌秀氏に対し、在任中の功労

に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈

呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任

願いたいと存じます。

　なお、略歴は次のとおりであります。

氏 名 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴

う き

浮
た

田
ま さ

昌
ひ で

秀 平成26年６月　当社常勤監査役　現在に至る

　　　　また、当社は平成30年４月26日開催の取締役会において、社外取締役及び監査

　　　役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

　　　これに伴い、現在、在任中の社外取締役２名、監査役３名に対し、それぞれの社

　　　外取締役、監査役就任の時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、

　　　当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給した

　　　いと存じます。

　　　　なお、その支給の時期は対象となる社外取締役及び監査役の退任時といたした

　　　く、具体的な金額、方法等は、社外取締役については取締役会に、監査役につい

　　　ては監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

　　　　打ち切り支給の対象となる社外取締役及び監査役の略歴は、次のとおりであり

　　　ます。

氏 名 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴

は な

花
い

井
 

　
たけし

健 平成27年６月　当社社外取締役　現在に至る

た き

滝
ざ わ

沢
ま さ

正
あ き

明 平成28年６月　当社社外取締役　現在に至る

な か

中
が わ

川
ゆ き

幸
と も

朋 平成28年６月　当社常勤監査役　現在に至る

は な

花
わ

輪
 

　
ひろし

博 平成27年６月　当社監査役　現在に至る

さ さ

笹
や ま

山
し ん

眞
い ち

一 平成29年６月　当社監査役　現在に至る

－ 49 －

退任監査役に対し退職慰労金贈呈及び社外取締役並びに監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の
件
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第５号議案　監査役の報酬額改定の件

　当社の監査役の報酬額は、平成23年６月29日開催の当社第81期定時株主総会に

おいて、月額4,000千円以内と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経

済情勢の変化等諸般の事情を勘案し、また監査役の退職慰労金制度を廃止し報酬

に一本化すること等により、監査役の報酬額を月額5,000千円以内と改めさせてい

ただきたいと存じます。

（ご参考）

月額報酬 決議時点での監査役員数

第81期定時株主総会決議

（平成2 3年６月2 9日）
4,000千円以内 ４名

改 定 案 5,000千円以内 　　　４名（注）

　　　（注）第２号議案（監査役１名選任の件）が原案どおりに承認可決された場合の

　　　　　　員数となります。

　第６号議案　役員賞与支給の件

　当期の業績等を勘案し、当期末時点の取締役のうち常勤取締役３名に対し、総

額30,000千円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。

　また、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以　上

－ 50 －

監査役の報酬額改定の件、役員賞与支給議案
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株 主 総 会 会 場 の ご 案 内

◎会　　　場
大阪市北区梅田三丁目３番45号

ホテルモントレ大阪　14階 浪鳴館（ろうめいかん）
電話（06）６４５８－７１１１番

◎会場付近略図

▶

グラン
フロント
南館

梅
三
小
路

車
入
口
▼

大弘
ビル

ハートン
ホテル
西梅田

モード
学園

空港リムジン
バス乗り場大和

ハウス

交番ル
テ

ホ

口
入

サウ
スゲ

ート
ビル

大
丸
百
貨
店

毎日
新聞社

ハービス
ＯＳＡＫＡ

大阪
中央病院

梅田出入口

産経
ビル

四
ツ
橋
筋

マル
ビル

国道２号線

駅前第１
ビル

駅前第２
ビル

駅前第３
ビル

駅前第４
ビル

阪急梅田駅

Ｊ
Ｒ
大
阪
駅

桜
橋
口

中
央
口

御
堂
筋
口

阪神
百貨店

会場

ホテルモントレ
大阪

◎交通機関
ＪＲ大阪駅（桜橋口）より徒歩約５分

阪神梅田駅より徒歩約５分

ＪＲ東西線北新地駅より徒歩約６分

地下鉄四つ橋線西梅田駅より徒歩約５分

地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩約８分

阪急梅田駅より徒歩約12分

地図




